安平町ぬくもりセンター管理業務処理要領

1． 基本的事項
　　　安平町ぬくもりセンター条例及び安平町ぬくもりセンター管理規則及び安平町庁舎管理規則等、関係法令に基づき次のとおり管理業務を委託する。

（１）ぬくもりの湯

　　【営業日・営業時間】
　　　①通常　　　　　定休日を除く毎日　午前１１時～午後１０時
（ただし、営業時間を変更する場合がある。）

②元旦・大晦日　午前１１時～午後７時
③お盆　　　　　８月第２火曜日午前１１時～午後１０時

　　【定休日・臨時休業】
　　　　浴場の定休日は、毎月第２・第４火曜日とする。ただし、定休日が祝日の場合はその翌日を定休日とする。
　　　　また、突発的な施設及び設備の不調や浴場で事故が発生した場合等は、町へ連絡・協議の上緊急的に休業とすることができる。
　　【入浴料】
　　　　入浴料は安平町ぬくもりセンター条例に規定する額とする。
　　　ただし、町の指示により特に金額を指定された入浴券等の額についてはこの限りではない。

（２）安平町役場　総合支所
　　【開庁日・開庁時間】
1 通常　平日　午前８時３０分～午後５時１５分
午前７時３０分に開錠し午後８時に施錠。ただし、事務室や会議室等の利用状況により適宜対応すること。
2 時間外対応　通常時間以外に施錠・開錠する場合は役場各担当課にて対応、または事前連絡により施錠・開錠実施依頼する。
　　【閉庁日】
1 土曜日・日曜日等の閉庁日対応

午前８時２０分に開錠し午後４時に施錠すること。ただし、事務室や会議室等の利用状況により適宜対応すること。

特段の理由（自然災害発生時及び選挙投票日等）によりに開庁する場合は、開庁日の時間外対応に準ずる。
（３）共通項目
①利用者の安全確保に関すること

地震、火災、風水害等の災害が発生した場合に迅速かつ的確な対応ができるよう、防災対策マニュアル等を定めるとともに、日頃から訓練を行い、災害時には利用者、職員等の安全確保を図り、人的被害状況と施設設備の被害状況を速やかに報告し、被害の拡大防止策を講じて実施すること。

2 施設の内外の管理に関すること。
利用者が安全かつ快適に利用できるよう、常に施設内及び施設外周の清掃及び雑草取り作業を行い施設の保全及び美観を維持すること。
3 利用者の要望及び苦情に関すること

　　　　　利用者からの要望や苦情等は受託者において迅速かつ適切に対処しその都度町へ報告すること。また、利用者の声の定期回収及び報告と対応を行い施設内に掲示すること。

4 引き継ぎに関すること

　　　　　業務に係る引き継ぎは、必ず文書若しくは口頭で適切に行い、引き継ぎ漏れがないよう十分注意を払うこと。

⑤職員に関すること

　　　　ア）採用する職員については、地元雇用に配慮すること。
　　　　イ）採用する職員の賃金については常に最低賃金を下回らないようにするとともに、昇給については勤務状況に応じて就労意欲の向上に繋がるよう配慮すること。

ウ）施設の管理責任者（業務処理責任者）を配置するほか必要な人員を置くこと。

　　　　エ）施設管理に必要な資格を有する職員及びその他労働基準法等の関係法令を遵守し、施設管理に支障のないよう職員を配置すること。

オ）職員の指導教育及び職員研修の実施を徹底するとともに、その業務にふさわしい制服を着用し清潔を心掛け来客へのあいさつの励行を徹底すること。

カ）職員の勤務形態は、施設管理に支障のないように定めること。

キ）常時、職員にネームプレートや身分証明書等を携帯させるなど、身分を明らかにすること。
ク）受付業務従事者は、必ず救急講習（ＡＥＤを含む）を受講し応急手当の知識と技術を備え緊急時の入浴者の疾病等に対応できるようにすること。なお、入浴中に体調が悪くなった者がいるときは速やかに対応し、必要に応じて救急車を呼び町に報告すること。

⑥設備に関する消耗部品の交換に関すること。
　　　　乾電池及び蛍光灯、電球などの消耗品を常備し適宜交換すること。

⑦故障または破損時の対応に関すること。
施設及び設備や備品等に破損や故障等が発生または発見した場合は応急対応を行い、速やかに町へ報告すること。

⑧喫煙に関すること。
　　館内は全面禁煙とし、指定された場所（ぬくもりの湯玄関外、庁舎裏玄関外）のみ喫煙できる。なお、ぬくもりの湯の喫煙所の吸殻は巡回のたびに確認し、必要に応じて処分･清掃するとともに平日に少なくとも朝１度、庁舎側の喫煙所の灰皿の清掃を行うこと。
⑨セキュリティシステムの対応について

　　　　　万が一セキュリティシステムが作動し警備会社から連絡または報告があった場合は必ず町に報告すること。
２．清掃・管理業務

（１）通常清掃・管理業務
　　①清掃時間及び清掃用具

　　　　清掃業務は町から特段の指示がない限り、事務室側においては始業時間前まで、浴場側においては営業開始時間前までに終えること（営業時間中の清掃は受付業務従事者が対応すること）。

また、清掃業務に係る消耗品及び器材一式については、業者で用意するものとする。

　　②清掃業務
　　　ａ.毎日実施

浴場側（ガーデニングホールを含む全て）及び施設外周の清掃・除雪作業、
外周は必要に応じ清掃（空き缶、ごみ、枯れ葉等も含む）及び雑草取りと概ね
１０ｃｍ程度までの積雪の除雪等全般を実施すること。また、除雪車両による除雪後、建物周辺の除排雪を含む。
ｂ.土日、祝日、正月休みを除く毎日実施

　　　　　廊下、エントランスホール、トイレ、玄関、下足室、風除室、給湯室
ｃ.月曜日・木曜日（正月休みを除く）実施
　　　　・役場事務室

　　　ｄ.使用した日の翌日
次の場所のゴミの回収は、使用した日の翌日に行う。

会議室１、会議室２、多目的情報ホール、ボランティア室、栄養指導室、多目的情報会議室、相談室、ひまわりの湯（浴槽等は使用後）
③清掃業務の内容

ａ.掃除機かけ、しみ取り、雑巾がけ、掃き掃除

ｂ.ごみの分別、たばこの吸殻の処理

ｃ.窓、ドア、壁の清掃、乾拭き

ｄ.浴室の清掃（カビ取り、専用洗剤での清掃）

ｅ.風呂桶・椅子・鏡の清掃

ｆ.シャンプーの補充

ｇ.トイレ清掃、汚物の処理（多目的トイレ含む）

ｈ.トイレットペーパーの補充

ｉ.外周の落ち葉、ごみ処理、草取り及び降雪１０ｃｍ未満の除雪、庁舎側及び庁舎側の玄関インターロッキングの管理・保全
ｊ.ミストサウナのマット交換作業
ｋ．業務内容は、管理日報により報告すること。

ｌ.その他、館内の衛生状態を保つために必要な作業
④管理業務

【ぬくもりの湯及びひまわりの湯受付業務】

ａ.ぬくもりの湯受付業務は２名体制とすること。

ｂ.券売機の管理及び売上金の集計と公金入金機への入金処理、回数券の販売・管理

ｃ.ぬくもりの湯及びひまわりの湯利用者の対応

ｄ.電話対応、館内放送の対応

ｅ.入浴者数の記録

ｆ.営業時間中の施設の巡回清掃

ｇ.非常時の来客の避難誘導、関係機関への連絡、初期消火業務

ｈ.入浴者の疾病等の応急処置及びＡＥＤ操作を含む従業員の救急救命講習受講。

ｉ.落し物、忘れ物の管理、窃盗及び盗難や駐車場の事故等に関する警察への通報。
ｊ.サービス券の発行及び引換え
ｋ.町内各施設の入浴券の取扱い及び集計と業者への手数料の支払いと連絡

ｌ.お客様の声の管理、集計及び報告と回答の館内掲示
【マスターキー等及びセキュリティシステムのカードキーの管理】
　　ａ．町から貸し出されるマスターキー等の施設の鍵やセキュリティシステムのカードキーについては盗難及び紛失しないよう確実に管理すること。
　　ｂ.万が一、紛失破損した場合は速やかに町に届け出ること。

【多目的情報ホール等利用者の対応】
ａ.使用前の開錠及び使用後の施錠

ｂ.必要に応じてプロジェクターや音響設備等使用機器の操作説明と事前動作確認
ｃ.ホワイトボードを使用する場合マーカーペンの補充及びクリーナーの在庫確認
ｄ.使用後の清掃確認と机・椅子の片付け確認
　　【お客様の声の対応】
　　　　ａ．お客様の声を業務改善に反映させサービスの向上を図るため、ぬくもりの湯にお客様の声の記入用紙を備え付けて用紙を補充する等の管理をし、毎月締めで回答を館内に掲示する。

　　　　ｂ．回答は施設管理委託者が回答案を作成し、あらかじめ町に内容の確認を受け掲示するものとする。提案により改善すべきものは町と協議の上業務に反映させるものとする。

【施設内の巡回】

ぬくもりの湯は最低１時間に１回は巡回すること。
　　【夏期間のエアコン設備の操作】
　　　　ａ．ぬくもりの湯休憩所のエアコンの入切と仕切りカーテンの開閉
　　　　ｂ．閉庁時間における施設利用の際のエアコンの操作
　　　　ｃ．その他、町の指示する冷房時間などの操作

【冬期間の暖房設備の操作】

ａ.パネルヒーターの操作・部屋使用後の確認

ｂ.庁舎側ホール温風暖房機のスイッチの入切
ｃ.その他、町の指示する暖房時間などの操作

【販売機器の管理等】
自動販売機・マッサージ機、ガチャガチャ等設置の管理及び設置届出（町有財産使用許可申請）及び収益の報告
【防犯カメラの管理】
ぬくもりの湯玄関受付の防犯カメラ管理、動作確認及び動画データの確認
【軽食コーナーの運営に関すること】
ａ.軽食コーナー使用届出（町有財産使用許可申請）
ｂ．軽食コーナーについては、常に集客増の対策を検討・実施し、売上げの増に務めること。
【ガーデニングホールの管理・運営】

ａ.植物の管理及び窓や天窓の開閉による室温の管理

ｂ.健康器具の管理及び利用者への使用方法の説明

ｃ.フリーマーケット会計対応

ｄ.展示コーナー掲示板の管理（展示作品の管理は含まない）
（２）定期清掃業務

①ガラス清掃（年１回）　　　　　　 　６４０㎡

サッシ含む（ガーデニングルームの天井部分を除く全て）

②フロアーワックス清掃（年２回）　　 ４２７㎡

ａ．庁舎側：物品庫、栄養指導室、トイレ、ホール
ｂ．浴場側：ガーデニングホール、脱衣室、トイレ

③カーペット清掃（年２回）　　　 １，２４７㎡

ａ．庁舎側：相談室、会議室２、ボランティア室、下足室、廊下、ホール、

多目的情報ホール、多目的情報会議室
ｂ．浴場側：地域情報センター、ホール、事務室、下足室

④石材清掃（年２回）　　　　　　　　　 ２７㎡

風除室

⑤照明器具の清掃（年１回）　　　　　 ２６３基

内外の照明器具全て

⑥換気設備清掃（年２回）

フィルター・換気口、排気口

⑦浴場内ステンレス部の清掃（年２回）

⑧ガーデニングホール天井部ガラス清掃業務（年１回）

天井部内外のガラス清掃　　　　　３９０㎡
⑨庁舎側温風暖房機器のフィルター清掃（年１回）
（３）ぬくもりの湯集客業務

　　①各種イベントの企画・実施・報告
　　　ａ．集客を目的とした年間イベント計画の作成及び報告
　　　ｂ．イベント実施ごとの企画書及び終了後の報告書提出
②広報宣伝
ａ．ぬくもりの湯からのお知らせ（月間予定表）の作成
ｂ．館内掲示物の作成及び管理

ｃ．各種イベントへの宣伝対応及び町内外の観光施設等に対する広報宣伝活動

ｄ．パンフレットの作成及び設置、観光案内所等への設置依頼。

ｅ．ＳＮＳを活用した広報宣伝活動。

ｆ．その他、必要に応じた広告宣伝活用。

③営業セールス 
町内外の団体または個人に対する各種営業活動

（４）定期清掃及び集客にかかる報告業務

　　定期清掃業務及びぬくもりの湯集客業務については、業務実施前に計画・予定を報告するとともに、業務実施後は速やかに報告書を提出すること。
３　各種設備・機器点検と設備清掃業務
設備については別添「安平町ぬくもりセンター設備・機器保守点検業務仕様書」のとおり

（１）施設及び設備の維持管理に関することについて

①各種設備・装置の操作に関すること。
冷暖房、空調、給湯、ミストサウナ、濾過機、給排水、配電盤、発電機等の各設備を庁舎の運営及びぬくもりの湯の営業に支障がないよう適切に操作し管理するとともに、残量を見て常に不足とならないよう燃料の発注・購入をすること。
②各種設備の法定点検及び保守点検に関すること。
設備の適正な管理を行うため、設備等に係る法定点検及び保守並びに検査業務を実施するとともに町が実施する各種点検業務についても実施協力すること。

③設備に関する消耗部品の交換に関すること。
乾電池及び蛍光灯や電球などの消耗部品については、常に在庫を保持し適宜交換すること。

④故障または破損時の対応に関すること。
　　　　施設及び設備や備品に破損や故障等が発生した場合は応急対応を行い、速やかに町へ報告すること。

⑤風呂の水質管理に関する対応に関すること。
　　　風呂の水質については、関係法令に基づく基準を維持できるよう検査及び濾過装置等を操作または調整し適切に管理すること。
⑥省エネ対応に関すること。
給排水及び冷暖房、照明については、利用者の不利益とならない程度に節電・省エネのため常に工夫して経費の削減を図ること。
⑦町が実施する温水ボイラー等の定期点検保守業務の実施協力に関すること。
⑧その他、状況に応じて町が指示する施設及び設備の維持管理に関すること。
（２）温水ボイラー点検業務
①ボイラーの動作確認及び湯温の確認
②配管の漏水確認及びポンプ、膨張タンク・安全弁・ドレーン等の動作確認
③サービスタンク及び地下タンクの状態確認

（３）受水槽、貯湯槽保守点検業務
①受水量の確認及び調整
②受水層、貯湯槽清掃点検は年１回（８月）実施

（４）ミストサウナ設備保守点検業務
①電極式蒸気加湿器（地下濾過室）２台の運転確認
（５）冷暖房及び空調機器日常点検業務
①冷暖房空調機器日常点検
空調機器点検清掃（ポンプ類、膨張タンク、外調機フィルター清掃、交換含む）は年１０回（巡回点検）実施。
実施月は５、６、７、９、１０、１１、１２、１、２、３月とする。
　　　②屋上機械室内の浴室用室外機日常点検
　　　　浴室内の温度確認や浴室天井裏における目視点検。（水滴が内部に入っていないか、水が溜まっているところがないか等）

（６）地下設備（ピット内及び排水ポンプ等）点検業務
地下ピットの点検（湧水がないか、漏電がないか等）及び排水ポンプの動作確認。
　（排水ポンプ設置箇所）
栄養指導室（床下）、ボイラー室（床下）、地下濾過機室（横穴ピット内）

（７）濾過設備日常点検業務
　ヘアキャッチャーのフィルター清掃及び法令に基づく濾過機内部清掃作業の実施。（ろ材の状況により逆洗を定期的に行うこと）
（８）燃料の残量確認及び補充
地下タンクのＡ重油及び庁舎側玄関ホールの暖房機用灯油タンクの残量、屋上発電機内の軽油と空調機室内にある予備軽油を確認し随時補給。
（９）庁舎側玄関ホールに設置する暖房機及び外部設置の灯油タンクの点検及び整備

（10）自動ドアの保守点検は年２回（８月、３月）実施する。

（11）その他、設備に関する保守点検・応急対応及び報告業務
①各種設備機器の始動及び停止、管理とエラー発生時は状況確認する。

②破損及び不調箇所を発見した場合は応急対応を行い速やかに町へ報告する。
４．測定及び検査点検業務
（1） 煤煙測定
測定は２回（８、３月）実施。

（2） 水質検査（レジオネラ属菌検査を含む）
内風呂４箇所、露天風呂２箇所、水風呂２箇所　年２回実施

（3） 消防設備点検
　消防設備保守点検（消防法に定める法定点検）は年２回（８、３月）実施する。

（4） 電気設備点検
（5） その他、施設・設備に関し必要な検査業務
５．支払い業務
（１）ぬくもりセンター管理業務に係る支払業務

　　①報償費（入浴券取扱い手数料等）
　　②消耗品費
　　③燃料費（Ａ重油、灯油、軽油）

④印刷製本費（入浴券印刷代）

　　⑤電気料
⑥水道料

　　⑦通信運搬費（電話料）

　　⑧セキュリティシステム委託料

⑨電気設備保守点検業務委託料

　　⑩地下タンク検査委託料

　　⑪下水道使用料

　　⑫テレビ受信料

（２）業務実施の報告

　　毎月の支払状況について報告書を作成、提出すること。
（資料）
安平町ぬくもりセンター設備・機器保守点検業務仕様書
１．設備・機器の詳細

（１）冷暖房空調機器（屋上空調機室・脱衣所２か所）

　　天井内ロスナイ　　　　１２ヵ所　　　　　エアーハンドリングユニット　　　３ヵ所

　　カセット型ロスナイ　　　６ヵ所　　　　　ＯＡダクト　　　　　　　　　　　４ヵ所

　　エアコン　　　　　　　　２ヵ所　　　　　吸排気口　　　　　　　　　　　１０ヵ所

（２）ボイラー（ボイラー室）

　　温水ボイラー（昭和鉄工　SV-5004ECA-WHX2） ２基

（３）空調室外機（屋上空調機室　出入り口横）

　室外機　　２台　　　　　　ヒートポンプ　　３台

（４）受水槽、貯湯槽（地下濾過機室）

　　受水槽　１０ｔ　１基　　　貯湯槽　２，０００Ｌ　２基

（５）濾過機（地下濾過機室）
　　内風呂濾過機　　　　　　　　　　　１基（ろ材濾過機）
水風呂濾過機、露天風呂濾過機　　各１基（フィルター濾過機）
　　　内風呂濾過機内部のろ材は５～１０年に１度交換する。

　　電極式蒸気加湿器　　　　　　　　　２基（ミストサウナ）

（6） 自動ドア（庁舎側・ぬくもりの湯側正面玄関）
自動ドア　　両開き　　４ヶ所、片開き　　２ヶ所

（7） 温風暖房機（庁舎側玄関ホール）
温風暖房機（三菱重工　ＭＨＵ１００９ＫＦ）　　１台

（8） 水質検査の内容

　　イ．色度 　ロ．濁度　 ハ．水質イオン濃度（ＰＨ）
　ニ．過マンガン酸カリウム消費量　ホ．大腸菌群 　へ．レジオネラ属菌

２．業務実施の報告

　　　各種作業終了後、速やかに点検報告書を提出すること。

※各種機器等の保守点検の詳細は別紙仕様書による。
【ボイラー】
１．煤煙測定（２基×年２回）
①ボイラー形式：ＳＶ－５００４ＥＣＡ－ＷＨＸ２　　２基
②その他：状況により、安平町より依頼
【受水槽・貯湯槽】
　１．北海道飲用井戸等衛生対策要領第４の２の（３）に基づく維持管理
　２．受水槽容量：１０ｔ　１基
　　　貯湯槽容量：２，０００Ｌ　２基
３．作業工程
①水槽周辺の清掃
②水槽上部の清掃
　　③水道引込管、揚水管、吸込管及び配水管の便を必要に応じて開閉。
　　④揚水ポンプ等で水槽内の水を排水する。（ブロー弁がある場合は、これを用いる。）
　　⑤水槽内をブラシ、タワシ等で、清掃する。同時に接続管、弁、機器類を入念に清掃する（必要に応じて高圧洗浄水で清掃する。）
　　⑥水槽内の水分等をウエス等で綺麗にふき取る。
　　⑦修理箇所の有無の点検（修繕が必要な場合、修理する）
　　⑧消毒を行い、その後、洗浄水を用いて洗浄する。（２回以上実施する）
　　⑨水槽の清掃実施の際、開閉した弁を元に戻す。
　　⑩有利残留塩素等の簡易な水質検査を行う。（検査場所は、給水栓末端）
　　⑪水質検査が判明した段階で、速やかに作業報告書を提出する。
　　　※１　受水槽・貯湯槽の清掃を行う場合は、原則同日に実施する。
　　　※２　清掃前・清掃後における写真を撮影し、報告書に添付する。
　　　※３　貯水槽水道の管理運営マニュアルを参照。

【消防設備】
１．施設構造：ＲＣ一部鉄骨造り（地上１階、地下１階）
２．施設規模：床面積　２，３８０．２８㎡、延べ面積　２，４８０．１６㎡
３．消防用設備点検（年２回）
　　①消火器具（設置数９台）
②屋内消火栓設備及び配線点検（設置数３台）
③自動火災報知設備及び配線点検（副受信機有り）
④消防機関へ通報する火災報知設備及び配線点検
　　⑤非常警報設備及び配線点検
⑥誘導灯・誘導標識及び配線点検（地上１８箇所、地下１箇所）
⑦非常電源（自家発電設備）
　　⑧非常電源（蓄電池設備）
【地下タンク及び埋設配管点検・清掃】
１．タンク容量　８，０００リットル
　２．油　種　　　Ａ重油
　　①点検方法

消防法第１４条の３の２の規定による点検を主として、視覚、聴覚、測定又は計測等により地下タンク貯蔵所等の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合しているかどうか確認し、地下タンク及び地下埋設配管等から危険物の漏洩の有無について、微加圧法等の機密試験を行い確認
②実施責任者
点検の実施に必要な知識、技術を習得したもので危険物取扱者の免状取得した者が業務に従事または指示・監督を行う。
③地下タンク清掃
地下タンクは年に１度、清掃を行う。
３．支払業務に関することについて

　　　　消耗品や燃料等、安平町内の事業所で発注することが出来る場合は原則として町内事業所に発注することとし、請求があった際には速やかに支払を行うこと。ただし、安平町内での発注等が困難な場合はその限りではない。
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